
免 除 額 申 請 書 類
（100円未満の端数が生じたときは、
これを切り捨てた額）

① 大学又は専修学校へ進学又は
在学のために白河市奨学資金
の貸与を受けた方

② 大学又は専修学校を卒業した
日の属する月の翌月の初日か
ら奨学資金の返還が完了する
日までの間に５年以上継続し
て白河市内に住所を有してい
る方

③ 白河市内に住所を有している
間、５年以上就業している方

④ 奨学資金の返還未納がない方

⑤ 市税の滞納がない方

① 上記１の定住・就業による免
除を受けた方

② 結婚した方

③ 申請時に白河市内に住所を有
している方

① 上記２の結婚による免除の要
件を有している方

② 第１子が誕生した方
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・奨学資金返還免除願
・住民票（個人票）
・納税証明書
・戸籍謄本

※区分１又は区分２と
同時に申請する場合は
重複書類を省略できま
す。

　若者の定住促進及び経済的負担の軽減を図るため、白河市に定住し就業するなど一定の要件を

満たしている場合に奨学資金の一部の返還を免除する制度を令和６年４月から拡充しました。

免除制度の内容

区　分

（各区分の全ての項目に該当する方）

白河市に定住・
就業している場合

1

対　象　者

貸与を受けた総額の１０分の１
の額

※ただし、免除額が、申請した日
の属する月の翌月１日における返
還未済額を超える場合は、当該返
還未済額を限度とします。

・奨学資金返還免除願
・住民票（個人票）
・納税証明書
・戸籍謄本

※区分１と同時に申請
する場合は重複書類を
省略できます。

2
上記１に加えて、
結婚した場合

・奨学資金返還免除願
・住民票（個人票）
・納税証明書
・就労証明書

申請先（問い合わせ先）

貸与を受けた総額の１０分の３
の額

※ただし、免除額が、申請した日
の属する月の翌月１日における返
還未済額を超える場合は、当該返
還未済額を限度とします。

3
上記２に加えて、
第1子が誕生した
場合

貸与を受けた総額の１０分の１
の額

※ただし、免除額が、申請した日
の属する月の翌月１日における返
還未済額を超える場合は、当該返
還未済額を限度とします。

🄫しらかわん

【拡 充】

【新制度】

【新制度】

拡充前：総額の１０分の２の額

拡充後：総額の１０分の３の額


